
ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
七
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
十
八
号

ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
毒
性
の
あ
る
部
分
」
を
「
の
部
分
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
に
含
有
さ
れ
る
有
毒
物

質
（
第
十
二
条
第
四
号
に
お
い
て
「
ふ
ぐ
毒
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
人
の
健
康
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ

る
も
の
と
し
て
知
事
が
規
則
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
四
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
ふ
ぐ
処
理
師
の
立
会
い
の
下
に
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
五
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
「
試
験
」
を
「
「
ふ

ぐ
処
理
師
試
験
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
に
お
い
て
、
条
例
に
基
づ
き
」
を
「
、
保
健
所
を
設
置

す
る
市
又
は
特
別
区
に
お
い
て
」
に
改
め
、
「
試
験
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
と
同
等

以
上
の
も
の
と
知
事
が
認
め
た
も
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

ふ
ぐ
処
理
師
は
、
ふ
ぐ
を
処
理
す
る
と
き
は
、
免
許
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
二
第
二
号
中
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
削
る
。

第
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
試
験
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と

し
、
第
六
条
の
三
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
中
「
試
験
に
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
試
験
」
を
「
ふ
ぐ
処
理
師
試
験
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

ふ
ぐ
の
種
類
の
鑑
別
を
的
確
に
行
い
、
体
の
全
て
が
有
毒
部
分
で
あ
る
ふ
ぐ
及
び
種
類
が
不
明

な
ふ
ぐ
を
確
実
に
排
除
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
六
号
と
し
、
第
二
号
を
第
五
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に

次
の
三
号
を
加
え
る
。

二

凍
結
し
た
ふ
ぐ
を
使
用
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
す
る
こ
と
。

ア

急
速
凍
結
法
（
凍
結
す
る
際
に
お
お
む
ね
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
一
度
か
ら
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
六
度
ま



で
の
間
を
お
お
む
ね
四
十
分
以
内
に
通
過
さ
せ
る
方
法
を
い
う
。
）
に
よ
り
凍
結
し
た
ふ
ぐ
を

使
用
す
る
こ
と
。

イ

凍
結
し
た
ふ
ぐ
は
、
摂
氏
マ
イ
ナ
ス
十
八
度
以
下
で
保
管
す
る
こ
と
。

ウ

解
凍
は
流
水
等
を
用
い
て
速
や
か
に
行
い
、
解
凍
後
は
直
ち
に
処
理
す
る
こ
と
。

エ

解
凍
し
た
ふ
ぐ
を
再
び
凍
結
し
な
い
こ
と
。

三

有
毒
部
分
を
的
確
に
識
別
し
、
か
つ
、
確
実
に
除
去
す
る
こ
と
。

四

除
去
し
た
有
毒
部
分
は
、
施
錠
で
き
る
容
器
等
に
入
れ
て
施
錠
し
、
保
管
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

ふ
ぐ
処
理
師
の
立
会
い
の
下
に
他
の
者
に
ふ
ぐ
の
処
理
に
従
事
さ
せ
る
と
き
は
、
前
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
当
該
他
の
者
が
遵
守
す
る
よ
う
指
導
及
び
監
督
を
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

前
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
か
つ
た
と
き
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十

一
条
の
改
正
規
定
及
び
第
十
二
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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